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廃棄施設の容量等の変更

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 に お け る
新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性



廃棄施設の容量等の変更（１／５）
低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更①

＜変更の概要＞

 低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更では，分析設備から発生する廃液及び
放出管理分析設備から発生する廃液の発生量を約0.2ｍ3/dから約0.5ｍ3/dに変更
し，管理区域内で発生する空調機器ドレン水等の廃液の発生量を約1.5ｍ3/dから
約４ｍ3/dに変更する。

 廃液の発生量の変更に伴い，検査槽の貯槽容量を約1.5ｍ3×２基及び約５ｍ3×２
基から約２ｍ3×２基及び約10ｍ3×２基に変更する。

 同様に廃液貯槽の貯槽容量を約15ｍ3×３基から約22ｍ3×３基に変更する。



廃棄施設の容量等の変更（２／５）
低レベル廃液処理設備の貯槽容量の変更②

＜変更の概要（つづき）＞



廃棄施設の容量等の変更（３／５）
油類の取扱いの変更

＜変更の概要＞

 管理区域内で発生する油類について，放射性液体廃棄物として保管廃棄するとし
ていたところ，再利用する油類と再利用しない油類に選別する作業を実施したのち，
再利用しない油類を放射性廃棄物として保管廃棄することに運用を明確化する。



廃棄施設の容量等の変更（４／５）
第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更①

＜変更の概要＞
 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力
を約50,000本から約55,200本（200ℓドラム缶換算の本数，以降同様）に変更する。

 変更にあたっては，保管廃棄する容器の配置等を見直すこととし，具体的には，角型
容器に統一することにより，空きスペースを確保し有効活用するとともに，貯蔵室の柱
間及び搬送室等へ保管廃棄する（第１図）。



廃棄施設の容量等の変更（５／５）
第２低レベル廃棄物貯蔵系の最大保管廃棄能力の変更②

第１図 保管廃棄能力の変更後の貯蔵イメージ

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 地上１階（平面）

（新たに保管廃棄する地上１階の内訳）

： 貯蔵室の空きスペース

： 貯蔵室の柱間

： 搬送室等

： 角型容器（1250H）で現状の
保管廃棄能力（約7,500本）
となる範囲

（約5,200本）

①貯蔵室内の空きスペース有効活用

②貯蔵室内の柱間への保管廃棄

③搬送室等への保管廃棄

＜変更の概要（つづき）＞


